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▽税務課（℡23‐7615）

新城税務署の確定申告会場への入場は、入場整理券が必要です
税の申告が始まります 申告相談は事前予約制です
申告相談の期間は２月16日㈬～３月15日㈫

946539048ID

所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の
申

告
が
必
要
な
方

　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

は
、
申
告
が
必
要
で
す
。

■
事
業
所
得
・
不
動
産
所
得
な
ど
が

あ
る
方

　

令
和
３
年
中
の
各
種
所
得
金
額
の

合
計
額
か
ら
、
基
礎
控
除
な
ど
の
所

得
控
除
の
合
計
額
を
差
し
引
い
た
金

額
を
基
礎
と
し
て
算
出
し
た
税
額

が
、
配
当
控
除
・
年
末
調
整
に
よ
り

受
け
た
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
の

合
計
金
額
よ
り
も
多
い
方

■
給
与
所
得
が
あ
っ
た
方

◆
令
和
３
年
中
の
給
与
収
入
が
２
千

万
円
を
超
え
た
方

◆
１
カ
所
か
ら
給
与
な
ど
の
支
払
い

を
受
け
て
い
る
方
で
、
給
与
所
得

や
退
職
所
得
以
外
の
所
得
金
額
の

合
計
額
が
20
万
円
を
超
え
た
方

◆
給
与
を
２
カ
所
以
上
か
ら
受
け
て

い
て
、
年
末
調
整
を
し
な
か
っ
た

給
与
の
収
入
金
額
と
各
種
の
所
得

金
額
（
給
与
所
得
、
退
職
所
得
を

除
く
）
と
の
合
計
額
が
20
万
円
を

超
え
た
方

所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
、

消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
、

贈
与
税
の
確
定
申
告

■
公
的
年
金
な
ど
を
受
給
し
た
方

◆
令
和
３
年
中
の
公
的
年
金
な
ど
の

収
入
が
４
０
０
万
円
を
超
え
た
方

◆
公
的
年
金
な
ど
に
係
る
雑
所
得
以

外
の
所
得
金
額
が
20
万
円
を
超
え

た
方

所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の
還
付

　

確
定
申
告
の
必
要
が
な
い
方
で

も
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場

合
は
、
確
定
申
告
を
す
る
こ
と
で
、

源
泉
徴
収
さ
れ
た
税
金
や
予
定
納
税

し
た
税
金
が
還
付
さ
れ
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

◆
住
宅
ロ
ー
ン
な
ど
を
利
用
し
て
マ

イ
ホ
ー
ム
を
新
築
、
購
入
ま
た
は

増
改
築
し
た
方

◆
令
和
３
年
中
に
多
額
の
医
療
費
を

支
払
っ
た
方

◆
災
害
や
盗
難
に
あ
っ
た
方

◆
年
の
途
中
で
退
職
し
、
再
就
職
し

て
い
な
い
た
め
に
年
末
調
整
を
受

け
て
い
な
い
方

◆
年
末
調
整
で
諸
控
除
の
手
続
き
を

し
な
か
っ
た
方

申
告
が
必
要
な
方

　

令
和
４
年
１
月
１
日
現
在
市
内
在

住
で
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

方
は
申
告
が
必
要
で
す
。

市
県
民
税
の
申
告

■
令
和
３
年
中
に
次
の
所
得
が
あ
り

確
定
申
告
が
不
要
の
方

◆
営
業
、
農
業
、
不
動
産
、
利
子
、

配
当
な
ど
の
所
得
が
あ
っ
た
方

◆
土
地
、
建
物
な
ど
を
売
却
し
た
方

（
収
用
以
外
）

■
公
的
年
金
な
ど
を
受
給
し
、
確
定

申
告
不
要
の
方

◆
扶
養
控
除
等
申
告
書
を
提
出
し
て

な
い
方

◆
社
会
保
険
料
控
除
や
生
命
保
険
料

控
除
な
ど
を
受
け
よ
う
と
す
る
方

■
給
与
所
得
が
あ
り
、
確
定
申
告
不

要
の
方

◆
パ
ー
ト
や
ア
ル
バ
イ
ト
な
ど
の
給

与
収
入
が
あ
る
方
で
、
年
末
調
整

を
し
て
な
い
方

◆
令
和
３
年
中
に
退
職
し
た
方

◆
給
与
以
外
に
所
得
の
あ
っ
た
方

◆
雑
損
控
除
、
医
療
費
控
除
な
ど
を

受
け
よ
う
と
す
る
方

■
令
和
３
年
中
に
収
入
が
な
か
っ
た
方

や
非
課
税
所
得
の
み
で
あ
っ
た
方

◆
ほ
か
の
親
族
の
税
金
上
の
扶
養
に

な
っ
て
い
な
い
方

申
告
が
不
要
な
方

◆
令
和
３
年
分
の
確
定
申
告
を
し
た

方
◆
給
与
の
み
の
方
で
年
末
調
整
を
し

た
方

□個人番号（マイナンバー）が分かるもの
□身元確認できるもの（運転免許証など）
□印鑑、申告書、電卓
□所得税の還付を受ける方は、本人名義の預貯金通帳
□税務署からの「お知らせハガキ」や「お知らせ通知書」
□税務署発行の利用者識別番号・暗証番号（ID・パスワード）の分かるもの
□前年以前に確定申告をされた方は、申告書の控えなど
申告内容が分かるもの

申
告
会
場
に
行
く
前
に

チ
ェ
ッ
ク
し
ま
し
ょ
う
！

給与所得者、公的年金等受給者
皆さん必要です!□源泉徴収票（原本）

扶養控除関係

医療費控除

□扶養控除・配偶者（特別）控除
を受ける場合は、その方の所得
及び個人番号が分かるもの

領収書の添付または提示だけで
は、医療費控除が受けられませ
ん。６ページの　　が必要です。
※申告相談へは　を作成してから
お越しください。

Ⅰ
Ⅰ
Ⅱ

申告相談の日程・会場

◆相談会場に入場の際検温を実施します。37.5℃以上の発熱がある方は入場をお断りします。
◆来場時はマスクを着用し、入口で手指消毒をしてから入場してください。
◆相談会場へは、原則1人でご来場ください。

２月24日㈭、25日㈮
９:30～12：00、
13：00～15：00

　現在、鳳来総合支所の新支所建設工事のため駐車場があ
りません。申告相談にお越しの際は庁舎南側の駐車場をご
利用ください。庁舎前の駐車はご遠慮ください。

所得税及び復興特別所得
税、消費税及び地方消費
税、贈与税の申告に関する
相談
電話：0536‐22‐2141
（自動音声案内で「0」）
※応答期間：１月４日㈫～
３月15日㈫

次の①～⑧の申告相談はできません。また申告内容によっ
ては、新城税務署で相談していただきます。
①住宅借入金等特別控除（初年度）
②準確定申告（亡くなった方の申告）
③青色申告　　④山林所得
⑤譲渡所得（土地・建物・株式）
⑥先物取引に係る雑所得　⑦過年分の申告
⑧消費税及び地方消費税・贈与税の申告

新城税務署

期間 ２月16日㈬～3月15日㈫ ２月16日㈬～３月８日㈫

入場整理券の配布

３月９日㈬～15日㈫

会場

受付時間

受付方法

その他

税理士による無料相談日 新城市開発センターへお越しの方へ

注意事項

（土日祝日を除く）

市役所

新城税務署　別館会議室 新城市役所　東庁舎会議室

①当日会場で配布
②オンライン（LINE
　アプリ）で取得
※入場整理券の配布状況に応じ、
　後日の来場をお願いすることが
　あります。

※譲渡・山林所得および贈与税・
　相続税は相談の対象外です。

電話またはインターネットによる完全予約
【予約電話番号】0570‐055‐446（通話料がかかります）
【予 約 開 始】電話　１月25日㈫　
　　　　　　　  インターネット　１月24日㈪
【予約受付時間】電話　9:00～17:00（土・日・祝日を除く）
　　　　　　　  インターネット　24時間

９:00～16:00 ９:00～15:00

●新城市開発センター
　（鳳来総合支所となり）
●作手総合支所

営業・農業・不動産所得のある方
□収支内訳書
□所得確認に必要な帳簿類（収入の分かるもの、
経費の領収書、固定資産税課税明細書など）

※収支計算していない方は、相談受付できません。

控除関係
□社会保険料（国民年金などの保険料）・生命保
険料・地震保険料の控除証明書

ふるさと納税を利用した方へ
　次の①②両方に該当し、ふるさと納税した自治体に
申請書を提出した方（ワンストップ特例を選択した
方）は、確定申告が不要です。
①確定申告・市県民税の申告を行う必要のない方
②ふるさと納税を行った自治体数が５団体以下の方
※ワンストップ特例を選択した方が「確定申告」をす
る場合、このワンストップ特例申請が無効になりま
す。確定申告時には、ふるさと納税分を含めて申告
してください。
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医療費控除を受ける方は明細書を作成してから申告会場へお越
ください。次の　　の書類の作成・添付が必要です。
医療費控除の明細書（市役所２階税務課窓口、各総合支所、
税務署窓口で配布します。また、国税庁ホームページからも
ダウンロードできます）の作成

　保険者が発行する医療費の通知書の添付
■新城太郎さんの例（生計が同じ妻：花子、母：さくら）
　オレンジと緑の枠内を記入し、持参してください。

「医療費控除の明細書」の記載例

２医療費の明細を作成
（１医療費通知に記載のない分を集計）
　令和３年中に自己または生計を一にす
る配偶者その他の親族のために支払った
医療費を、領収書を見ながら集計し、計
算した医療費を記入してください。
 医療費通知書に記載のない分の医療費
を、人ごと・病院や薬局ごとに分類して
記入してください。

新城太郎さんが受けた医療
11/25　 　〇×病院
11/30　 　〇×病院
11/30　 　△〇薬局
12/25　 　〇×病院
12/28　 　〇■クリニック

50,000円　A
30,000円　A
2,000円　C

170,000円　A
5,000円　B

新城さくらさんが受けた介護保険サービス
５/31　●●特別養護老人ホーム
６/30　●●特別養護老人ホーム
７/31　●●特別養護老人ホーム
８/31　●●特別養護老人ホーム
９/30　●●特別養護老人ホーム

35,000円
35,000円
35,000円
35,000円
10,000円

※領収書内の「医療費控除対象額」の金額を
　記入してください。

令和3年分　医療費控除の明細書

新城太郎

新城太郎

新城太郎

新城花子

新城さくら

新城市字東入船115番地 新城太郎

〇×病院

〇■クリニック

△〇薬局

〇×病院

●●特別養護老人ホーム

250,000

5,000

2,000

40,400

150,000

56,753

447,400 200,000

500,000

500,000

200,000

300,000

200,000

52,600

200,000Aの計→
B→
C→
D→

Eの計→

Aの計→
B→
C→
D→

Eの計→

E

Ⅰ Ⅱ

Ⅰ

Ⅱ

40,400円　D
新城花子さんが受けた医療
12/ １  　 〇×病院

１医療費通知に関する事項
　この欄には、医療費通知の数字を記入
してください。
※通知書に①～⑥全てが記載されている
ことを確認してください。

※通知が複数ある場合は、全て合計し記
入してください。

　

令
和
３
年
分
の
確
定
申
告
か
ら

さ
ら
に
便
利
に
な
り
ま
し
た
。

◆
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
カ
メ
ラ
機

能
で
給
与
所
得
の
源
泉
徴
収
票

を
撮
影
す
る
と
、
金
額
や
支
払

者
情
報
な
ど
を
自
動
入
力
で
き

る
◆
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
専
用
画
面

の
対
象
範
囲
を
拡
大

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
と
連
携
す
る
と

さ
ら
に
便
利
！

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
使
用

し
て
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
と
連
携
す

る
と
、
ふ
る
さ
と
納
税
や
生
命
保

険
料
な
ど
が
自
動
で
入
力
さ
れ
ま

す
。
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
を
通
じ
て

取
得
可
能
と
な
る
デ
ー
タ
は
、
今

後
も
拡
大
予
定
で
す
。

自
宅
か
ら
e
‐
T
a
x
で

申
告
し
て
み
ま
せ
ん
か

国税庁確定申告書等
作成コーナー


